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紅葉

税務のスペシャリストである国家公務員のこと。大学卒業程度の者に対する国家公務
員Ⅱ種試験相当の国税専門官試験を経て採用されます。平成19年度採用試験の合格者数
は過去最高の2,288人で、うち女性が4分の1強。採用予定数は1,100人。今年から受験資格
上限年齢を27歳未満から29歳未満に引き上げています。
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国　税／給与所得者の年末調整

今年最後の給与を支払う時

国　税／給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

及び保険料控除申告書の提出

今年最後の給与を支払う前日

国　税／11月分源泉所得税の納付 12月10日

国　税／10月決算法人の確定申告

国　税／（法人税・消費税等） 1月4日

国　税／4月決算法人の中間申告 1月4日

国　税／1月、4月、7月決算法人の消費税の中間申告

国　税／（年3回の場合） 1月4日

地方税／固定資産税・都市計画税（第3期分）の納付

市町村の条例で定める日

労　務／健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支

労　務／払届 支払後5日以内

（師走）December

23日・天皇誕生日12�D
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中
小
企
業
で
は
、
経
営
者
の
高
齢
化

と
事
業
承
継
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

後
継
者
が
決
ま
っ
て
い
な
い
企
業
が
六

割
に
も
達
し
て
、
後
継
者
難
が
切
実
な

も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
後
継

者
難
の
一
つ
の
解
決
策
と
し
て
Ｍ
＆
Ａ

が
評
価
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

東
京
商
工
会
議
所
の
調
査
で
も
譲
渡

側
企
業
の
Ｍ
＆
Ａ
の
動
機
の
五
一
％
が

後
継
者
難
、
二
一
％
が
資
金
難
、
一

二
％
が
事
業
再
構
築
の
た
め
と
な
っ
て

い
ま
す
。

Ｍ
＆
Ａ
の
具
体
的
な
メ
リ
ッ
ト
、
デ

メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
ま
し

た
。１

　
未
公
開
企
業
の
事
業
承
継
方
法

大
き
く
分
け
て
五
つ
の
パ
タ
ー
ン
が

考
え
ら
れ
ま
す
。

①
親
族
へ
の
承
継
、
②
役
員
・
従
業

員
へ
の
承
継
、
③
株
式
公
開
、
④
第
三

者
へ
の
承
継
（
Ｍ
＆
Ａ
）、
⑤
廃
業

①
の
場
合
、
長
期
的
な
事
業
承
継
計

画
を
立
て
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
相
続

税
が
多
大
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
企
業

価
値
を
減
少
さ
せ
ま
す
。
一
方
で
、

Ｍ
＆
Ａ
を
選
択
す
る
場
合
に
は
、
逆
に

企
業
価
値
を
増
加
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
事
業
承
継
の
入
口
の
段
階
で

の
選
択
が
重
要
と
い
え
ま
す
。

②
の
場
合
、
役
員
や
従
業
員
が
会
社

を
承
継
す
る
に
は
、
非
常
に
困
難
が
伴

い
ま
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、「
株
式

を
買
い
取
る
資
金
が
な
い
」「
銀
行
か
ら

の
借
入
金
担
保
保
証
を
引
き
継
ぐ
担
保

能
力
が
な
い
」
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
多

い
か
ら
で
す
。
特
に
金
融
機
関
か
ら
の

協
力
を
得
ら
れ
な
く
な
る
と
会
社
の
経

営
は
困
難
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
株
式

を
贈
与
し
よ
う
と
す
る
と
、
贈
与
税
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

③
の
場
合
、
マ
ザ
ー
ズ
市
場
な
ど
新

市
場
が
出
現
し
、
以
前
よ
り
は
株
式
公

開
が
し
や
す
く
な
っ
た
と
は
い
え
、

様
々
な
条
件
が
あ
り
、
ま
だ
一
般
的
と

は
い
え
ま
せ
ん
。

④
の
Ｍ
＆
Ａ
は
、
株
主
で
あ
る
オ
ー

ナ
ー
経
営
者
が
株
式
を
譲
渡
し
、
優
良

企
業
の
傘
下
に
入
っ
て
オ
ー
ナ
ー
経
営

者
は
引
退
し
ま
す
。
今
あ
る
企
業
を
従

業
員
、
設
備
、
取
引
先
も
含
め
て
全
て

第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
で
、
企
業
を

存
続
さ
せ
る
方
法
で
す
。

⑤
の
場
合
、
廃
業
は
最
後
の
選
択
と

い
え
ま
す
。
取
引
先
や
金
融
機
関
、
株

主
、
従
業
員
に
多
大
な
迷
惑
を
か
け
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
廃
業
を
す

る
に
も
従
業
員
の
退
職
金
や
支
払
関
係

の
決
済
は
で
き
る
だ
け
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

２
　
Ｍ
＆
Ａ
の
メ
リ
ッ
ト
（
譲
渡
側
企
業
）

Ｍ
＆
Ａ
の
手
法
の
一
つ
で
あ
る
株
式

譲
渡
の
場
合
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
次
の

三
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

①
得
意
先
や
従
業
員
に
迷
惑
を
か
け

な
い
、
②
企
業
体
質
が
強
化
さ
れ
る
ケ

ー
ス
が
多
い
、
③
一
般
的
に
株
主
の
手

取
額
が
清
算
・
廃
業
に
比
べ
る
と
多
く

な
る
。

①
に
つ
い
て
、
得
意
先
は
従
来
通
り

の
取
引
が
可
能
で
あ
り
、
信
頼
関
係
が

継
続
で
き
ま
す
。
ま
た
、
従
業
員
も
そ

の
ま
ま
継
続
雇
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
ほ

と
ん
ど
で
す
。
中
小
企
業
の
Ｍ
＆
Ａ
は
、

救
済
型
を
除
き
「
友
好
的
な
Ｍ
＆
Ａ
」

が
基
本
と
な
り
、
ノ
ウ
ハ
ウ
や
競
争
力

の
源
泉
で
あ
る
従
業
員
は
そ
の
ま
ま
継

続
雇
用
と
な
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。

②
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
買
い
手
と

な
る
の
は
、
自
社
と
同
規
模
以
上
の
企

業
で
あ
り
、
譲
渡
側
企
業
は
資
本
力
の

あ
る
企
業
の
子
会
社
と
な
り
ま
す
。
そ

の
た
め
、
販
路
の
拡
大
や
資
金
繰
り
等

に
効
果
が
出
ま
す
。

③
に
つ
い
て
、
会
社
が
健
全
な
状
態

で
あ
る
と
い
う
の
が
前
提
と
な
り
ま
す

が
、
税
率
等
の
違
い
で
清
算
・
廃
業
よ

り
Ｍ
＆
Ａ
を
選
択
し
た
方
が
、
株
主
に

と
っ
て
手
取
額
が
多
く
な
り
ま
す
。

一
般
的
に
清
算
・
廃
業
の
場
合
は
、

設
備
や
在
庫
は
二
束
三
文
で
し
か
売
却

さ
れ
な
い
こ
と
が
多
く
、
ま
た
、
清
算

所
得
が
出
た
場
合
も
、
税
金
が
法
人
・

個
人
の
両
方
に
か
か
る
た
め
、
ど
う
し

て
も
手
取
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

一
方
、
株
式
譲
渡
の
場
合
は
譲
渡
益

に
対
し
て
二
〇
％
の
課
税
だ
け
で
済
み
、

設
備
や
在
庫
は
時
価
に
修
正
さ
れ
ま
す

が
、
原
則
と
し
て
そ
の
ま
ま
引
き
継
が

れ
る
た
め
、
結
果
と
し
て
手
取
額
が
多

く
な
り
ま
す
。

３
　
Ｍ
＆
Ａ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
（
譲
渡
側
企
業
）

Ｍ
＆
Ａ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
に
は
、
次
の

三
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

①
Ｍ
＆
Ａ
の
相
手
が
必
ず
見
つ
か
る

と
い
う
保
証
は
な
い
、
②
社
長
の
精
神

的
負
担
が
大
き
い
、
③
風
評
被
害
を
受

？ 
中
小
企
業 
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デ
メ
リ
ッ
ト は 
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け
る
可
能
性
が
あ
る
。

①
に
つ
い
て
、
Ｍ
＆
Ａ
を
決
断
し
た

か
ら
、
す
ぐ
に
相
手
が
見
つ
か
る
と
い

う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

譲
り
受
け
た
い
企
業
は
多
く
な
っ
て
お

り
、
魅
力
の
あ
る
企
業
で
あ
れ
ば
相
手

が
見
つ
か
る
可
能
性
は
高
ま
り
ま
す
。

Ｍ
＆
Ａ
の
成
約
率
は
一
般
的
に
三
五
％

程
度
と
い
わ
れ
て
お
り
、
中
小
企
業
で

は
も
う
少
し
低
い
状
態
で
す
。

②
に
つ
い
て
、
Ｍ
＆
Ａ
が
成
約
す
る

ま
で
は
、
可
能
な
限
り
企
業
価
値
を
高

め
る
よ
う
に
、
企
業
経
営
は
こ
れ
ま
で

以
上
の
努
力
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
な

お
、
Ｍ
＆
Ａ
交
渉
は
秘
密
裏
に
進
め
る

必
要
が
あ
る
た
め
、
社
長
一
人
、
あ
る

い
は
一
部
の
者
に
限
ら
れ
た
形
で
進
め

る
必
要
が
あ
り
、
社
長
の
精
神
的
な
負

担
が
増
え
ま
す
。

③
に
つ
い
て
、
中
小
企
業
の
Ｍ
＆
Ａ

の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
秘
密
性
が
あ
り

ま
す
。
も
し
、「
会
社
が
売
り
に
出
て
い

る
」
と
い
う
噂
が
広
ま
っ
た
ら
、
得
意

先
や
従
業
員
も
不
安
を
感
じ
、
金
融
機

関
か
ら
は
借
入
金
の
返
済
を
求
め
ら
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
な
る
と
経

営
が
立
ち
行
か
な
く
な
り
、
Ｍ
＆
Ａ
ど

こ
ろ
で
は
な
く
な
り
ま
す
。
情
報
が
漏

れ
て
噂
に
な
る
ケ
ー
ス
の
最
も
多
い
の

が
、
譲
渡
側
企
業
の
社
長
が
第
三
者
に

話
を
し
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
充
分
な

注
意
が
必
要
と
い
え
ま
す
。

４
　
Ｍ
＆
Ａ
の
メ
リ
ッ
ト
（
買
収
側
企
業
）

買
収
側
企
業
に
と
っ
て
の
Ｍ
＆
Ａ
の

メ
リ
ッ
ト
を
一
言
で
表
現
す
る
と
「
時

間
を
お
金
で
買
う
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

具
体
的
に
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

①
買
収
す
る
企
業
の
商
圏
を
そ
の
ま

ま
引
き
継
い
で
商
圏
拡
大
を
図
る
こ
と

が
で
き
る
、
②
従
業
員
を
そ
の
ま
ま
引

き
継
げ
ば
、
技
術
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
そ
の

ま
ま
引
き
継
げ
る
、
③
新
規
事
業
と
し

て
買
収
し
た
場
合
、
リ
ス
ク
を
最
小
限

に
お
さ
え
る
こ
と
に
も
な
る
、
④
営
業

ツ
ー
ル
や
サ
ー
ビ
ス
内
容
を
増
や
す
こ

と
に
な
る
、
⑤
手
法
に
よ
っ
て
は
、
許

認
可
権
を
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
反

面
、
非
常
に
リ
ス
ク
の
高
い
経
営
手
法

と
い
え
ま
す
。
デ
メ
リ
ッ
ト
を
よ
く
検

討
し
て
か
ら
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。５

　
Ｍ
＆
Ａ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
（
買
収
側
企
業
）

次
の
よ
う
な
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま

す
の
で
、
実
施
時
に
は
慎
重
に
検
討
し

ま
し
ょ
う
。

①
譲
渡
企
業
の
簿
外
債
務
を
背
負
う

危
険
性
が
あ
る
、
②
Ｍ
＆
Ａ
の
効
果
を

発
揮
で
き
ず
、
本
業
の
足
を
引
っ
張
る

危
険
性
が
あ
る
、
③
従
業
員
の
離
反
を

招
く
危
険
性
が
あ
る
、
④
企
業
文
化
の

融
和
が
図
れ
な
い
危
険
性
が
あ
る
。

①
の
場
合
、
株
式
譲
渡
な
ど
企
業
を

丸
ご
と
譲
り
受
け
る
場
合
は
、
簿
外
債

務
や
譲
渡
企
業
が
結
ん
だ
契
約
な
ど
も

そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

事
業
譲
渡
（
営
業
譲
渡
）
の
場
合
に
は

簿
外
資
産
の
引
受
は
発
生
し
ま
せ
ん
が
、

中
小
企
業
の
Ｍ
＆
Ａ
の
多
く
が
株
式
譲

渡
の
た
め
注
意
が
必
要
で
す
。

②
に
つ
い
て
、
考
え
て
い
た
よ
り

Ｍ
＆
Ａ
の
効
果
を
発
揮
で
き
な
い
場
合

に
、
経
営
資
源
を
投
入
す
る
必
要
性
が

発
生
し
、
逆
に
本
業
の
足
を
引
っ
張
っ

て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

買
収
の
決
断
の
前
に
譲
渡
企
業
の
事

業
内
容
を
し
っ
か
り
分
析
し
、
自
社
の

経
営
と
整
合
性
及
び
シ
ナ
ジ
ー
（
相
乗
）

効
果
が
発
揮
で
き
る
か
を
見
極
め
る
必

要
性
が
あ
り
ま
す
。

③
に
つ
い
て
、
譲
り
受
け
る
会
社
の

従
業
員
に
対
す
る
配
慮
を
怠
る
と
、
離

反
を
招
く
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
中
小

企
業
で
は
従
業
員
が
持
っ
て
い
る
ノ
ウ

ハ
ウ
、
技
術
等
が
重
要
な
経
営
資
源
と

な
っ
て
い
ま
す
。
従
業
員
と
と
も
に
得

意
先
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も

あ
り
ま
す
。
買
収
先
の
従
業
員
へ
の
配

慮
に
は
細
心
の
注
意
が
必
要
で
す
。

④
に
つ
い
て
、
買
収
側
企
業
の
文
化

を
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
と
、
従
業
員

の
離
反
な
ど
の
弊
害
が
生
じ
ま
す
。
買

収
側
企
業
は
「
買
っ
て
や
っ
た
」
と
い

う
よ
う
な
高
慢
な
姿
勢
で
臨
む
の
で
は

な
く
、
譲
渡
側
企
業
の
企
業
文
化
を
尊

重
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

キャピタルゲイン課税 
20

・所得税 
・住民税 
・法人税 
・事業税 

残余財産 
（主に清算所得に 
対応する分） 

手取額 

64

手取額 

80

36

残
余
財
産
を
２
つ
の
方
法
で 

比
較
し
て
み
る
と 

（清算・廃業） （株式譲渡） 
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Ｍ
商
店
街
の
「
消
費
者
が
望
む
商
店

街
像
」（
商
工
会
調
査
書
）
で
は
、
商

店
の
接
客
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘

し
て
い
ま
す
。

「
最
近
で
は
、
大
型
店
の
セ
ル
フ
サ

ー
ビ
ス
や
接
客
教
育
の
行
き
届
い
た
応

待
に
慣
れ
て
い
る
消
費
者
が
増
え
て
お

り
、
個
人
商
店
販
売
員
の
ち
ょ
っ
と
し

た
不
用
意
な
態
度
で
、
客
は
『
や
っ
ぱ

り
個
人
商
店
で
は
買
い
に
く
い
』
と
感

じ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
常
連
客
と
差
別

さ
れ
た
扱
い
を
感
じ
る
場
合
が
あ
る
。

特
に
他
地
域
か
ら
移
り
住
ん
で
き
た
当

初
に
は
、
商
店
街
は
地
元
意
識
が
強
く

閉
鎖
的
・
排
他
的
で
、
よ
そ
者
扱
い
を

受
け
た
と
感
じ
た
対
象
者
が
多
い
。」

Ｍ
商
店
街
の
繁
盛
店
、
肉
屋
の
Ｓ
さ

ん
は
次
の
よ
う
に
話
し
ま
す
。

「
常
連
客
が
買
い
に
来
て
く
れ
て
も
、

通
常
は
ご
く
自
然
に
頭
を
下
げ
る
だ
け

で
す
。
常
連
客
だ
と
つ
い
つ
い
親
し
く

話
し
た
い
が
、
す
る
と
、
他
の
お
客
は

入
っ
て
き
て
く
れ
ま
せ
ん
。」

接
客
は
難
し
い
も
の
で
す
。

「新たな公」という言葉を最近聞きます。
「公」といえば、「民」に対する言葉で、

国・地方自治体などと思いますが、「新たな
公」とは何でしょうか。
この言葉を使うとき、共通しているのは協

同組合、NPO、企業の一部、さらに個人ま
で、公共的な利益を目指して活動するもの、
ということでしょう。
さて、以下は国土交通省のある報告書中の

文章です。
「多様な主体が協力し、従来の公の領域に

加え、公共的価値を含む私の領域にその活動
を拡げ、地域住民の生活を支え、地域活力を
維持する機能を果たしていくという、いわば
「新たな公」と呼ぶべき考え方で地域づくり
に取り組んでいく」
背景には、①財政危機で「公」の活動が制

限された②公は公共原理、民は利潤原理と単
純に割り切れなくなった等、「公」の見直し
が言われ始めたという事情があるようです。

“内助の功”

夫婦生活37年、二代目経営者のＡさんから

見た「経営者の妻」の心得を紹介します。

Ａさんは、「家内に支えられてきたと思うも

のですが」と断っていますが‥‥。

① 男は単純な生き物で、ちょっとしたこと

でヤル気になるもの。この本質を見抜いた

上で、そのヤル気を摘み取るようなことは

ないか

② 「家庭を守る」という妻として母として

のつとめをこなしているか

③ 有能な秘書としての能力はあるか

④ 会社と距離を置いた冷めた目線を夫に向

けているか

⑤ 仕事人間の盲点を補える知性と人間性を

持ち備えているか

⑥　夫から尊敬されているか

⑦ 家事を通して夫に「仕事をさせたら一流

だ」と思わせられるか

⑧ 夫の母（姑）からの教えを嫁に伝えてい

るか

⑨ 夫の決断を変えてしまうような意見でも

「ノー」と思わせないタイミングを見計らっ

て言えるか

⑩ 夫がガンの宣告を受けても動じない強さ

をもっているか

妻の一言によって会社が救われたと語る中

小企業経営者の話を耳にすることがあります。

Ａさんの場合も、多角化を急ぐあまり経営

が苦しくなったとき、奥さんが「持ち過ぎる

といけない、軽くしないと沈むわよ」とだけ

言ったそうです。Ａさんはハッとして、会社

の資産を処分、身軽にさせて立ち直ったとい

うことです。

さて、Ｂさん（浅草、おかみさん会代表）

「自分のことをいちばん思いやって信頼して、

よく見てくれているのは自分の女房に決まっ

てるでしょう。その人の言うことが聞けない

んじゃ、だれの言うことも聞けないんじゃな

いの。なんでもかんでも聞く必要なんかない

のよ。何が大事か自分で取捨選択して判断し

なきゃね」

新たな公

接
　
客


